
 

第２章 計画の基本的な考え方 

第１節 計画の策定にあたって 
１  生涯学習推進計画の目的 
 この計画は、第５次府中市総合計画の「心ふれあう 緑ゆたかな 住みよい

まち」の実現をめざし、さらに幅広い世代（ジュニア・ミドル・シニアの各世

代）の市民が、あらゆるライフステージでそれぞれの目的、ニーズに応じて自

由に学習の機会や交流の場を選択しながら学ぶことができるよう計画を策定し

ます。また、これまでの「学ぶ」だけの姿勢から、一人ひとりが学習した内容

を地域に生かす「学び返し」を実践し、市が啓発・支援することで、更なる市

民の学習意欲の向上が図れるよう、生涯学習に関する施策を総合的かつ計画的

に推進するために策定するものです。 
 
２  計画の位置づけ 
○この計画は、府中市で行う生涯学習に関連する事業を対象とします。 
○この計画は、生涯学習関連施策を体系化し、総合的に展開することによって、

市民の豊かな学習活動を支援します。 
○この計画は、府中市総合計画や他の個別計画との整合性を図りながら推進し

ます。 
○この計画は、国・都の各種審議会の答申や提言、及び市における「生涯学習

審議会」の答申や提言に基づき、府中市における生涯学習の施策全般について

推進する計画です。 
 
３  計画の期間 
平成 21 年度から平成 30 年度までの 10 年間とします。ただし、社会経済情勢

の変化や施策の進捗状況などを踏まえ、必要に応じて見直します。 
平成 21 年 平成 26 年 平成 31 年 
 
第５次府中市総合計画（後期基本計画）      第６次府中市総合計画 
 
 

第３次府中市 
       第２次府中市生涯学習推進計画      生涯学習推進計画 
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４  計画の基本理念 
 本計画を実現するにあたり、学ぶだけではなく、「学び返し」へと一歩進んだ

自主的な学習のあり方の重要性、そこから生まれる地域・家庭・学校教育の連

携における地域教育力の向上を目指し、基本理念を以下のとおり掲げます。 
 

「学び返し」を通した地域教育力の向上」 

 

 
【「生涯学習」と「学びの返し」のイメージ】 

※…地域の担い手（ファシリテーター）がそれぞれをつなぐ位置 
・ジュニア世代（乳児から学生の年齢層）→学校教育世代 
・ミドル世代（就労中及び学校教育修了者の年齢層／おおむね定年年齢（60 歳

前後）まで）→家庭教育世代 
・シニア世代（比較的自分の時間にゆとりの持てる世代／おおむね定年（60 歳

以降）→社会教育世代 
 
 

社会（教育） 家庭（教育）

学校（教育）

ｼﾞｭﾆｱ世代 

ﾐﾄﾞﾙ世代

 

ｼﾆｱ世代 

※

 
※

  

知識・経験の共有 

知
識
・
経
験
の

活
用

知
識
・
経
験
の

伝
達 

生
涯
学
習 

学
び
返
し 
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第２節 計画の基本目標 
 この計画における基本目標を、次のとおり定めます。 
 
１  学んだことを地域で生かす－「学び返し」の支援とネットワークの整備 

学んだ成果を発表するだけでなく、さらに一歩進め、一人ひとりが学んだこ

とを、生涯学習活動やさまざまな地域活動の中で生かす「学び返し」を推進し、

「市民が主役の学習活動」となる生涯学習を進めます。 
 
２  ジュニア・ミドル・シニア世代を相互につなぐ学習機会と居場所づくり 
家庭・学校・地域の連携を高めるために、幅広い世代の市民が交流し、それ

ぞれの知識や経験を伝え合う環境をつくります。そこから、豊かな学習活動を

進めることができるよう、きめこまかな学習機会の提供と居場所づくりを進め、

同好者の学習機会の支援だけでなく、各世代間の情報の伝承・共有を図る意味

でも「学び返し」を進めます。 
 
３  地域教育力を高めるための新しい学習活動の支援 
激しく変化する社会情勢や急速な情報化に対応したテーマで学習できる機会

の確保を支援します。 
 
４ 「学び」・「学び返し」を迅速・適切につなぐ情報提供・相談体制の拡充 
市民の自主的な学習を支援する、情報の提供・相談体制の拡充及び市民が主

役として活躍する「地域の担い手（ファシリテーター）」を実現します。 
 
５  推進体制の整備 
市及び各行政分野、施設で行われる学習活動を生涯学習の観点から体系化す

るとともに、国や都などの公共機関、民間団体、地域、企業などとの役割分担

の明確化を図りながら、地域の担い手（ファシリテーター）を中心とした、市

民との連携、協働を進め、地域ぐるみの生涯学習推進体制の確立に努めます。 
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第３節 施策の体系図 
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５ 推進体制の

整備 

(3)共に生きる
ために

①防災・安全などの生活に関する学習の推進
②国際化に対応する学習の推進 
③男女共同参画社会に関する学習の推進 
④人権・平和に関する学習の推進 
⑤福祉に関する学習の推進 
⑥ふるさと意識の高揚に関する学習の推進 

(1)推進体制の
整備 

①市民参加の推進 
②庁内の推進体制の整備 
③職員の意識の啓発 
④生涯学習センターの機能充実 
⑤各主管課における事業推進計画の調整 

(1)情報提供・
相談体制の
拡充 

①各種メディアによる学習情報の提供
②情報の収集・蓄積・提供のシステムの確立 
③学習相談員の整備 

「

学

び

返

し

」

を

通

し

た

地

域

教

育

力

の

向

上

大項目 

４ 「学び」・「学

び返し」を迅

速・適切につな

ぐ情報提供・相

談体制の拡充 

２ ジュニア・

ミドル・シニア

世代を相互につ

なぐ学習機会と

居場所づくり 

(1)多様な学習
機会の整備 

①学校開放の促進 
②青少年地域活動への支援 

(2)ネットワー
クの整備 

３ 地域教育力

を高めるための

新しい学習活動

の支援 

(1)豊かに生き
るために 

(2)健やかに生
きるために

①健康に関する学習の推進 

① 教育機関（大学・高等学校など）との連携
②民間教育機関などとのネットワークの整備 
③生涯学習関連施設などとのネットワークの

整備

①技術革新・高度情報化に対応する学習の推進
②芸術・文化に関する学習の推進 
③高齢社会に対応する学習の推進 
④子育てに関する学習の推進 

②環境・リサイクル・ごみ問題に関する学習の
推進 

③生涯スポーツに関する学習の推進 
④消費生活などに関する学習の推進 
⑤自立して生きていくための訓練・学習の推進
⑥科学に関する学習の推進 

③学習・スポーツ施設の充実 
④学習・スポーツ活動の機会と場の支援 
⑤在宅学習の支援 

１ 学んだこと

を地域で生かす

―「学び返し」

の支援とネット

ワークの整備 

(1)人材の育成
と活用 

(3)地域の自主
活動の促進 

①コミュニティ活動などの推進 
②学習グループの支援 

①人材の育成
②人材の活用 

(2)ボランティ
ア活動への
参加

①ボランティアの育成 
②ボランティア活動の活性化 

中項目 小項目 



 

第４節  生涯学習推進の重点施策 
「学び返し」を通した地域教育力の向上を推進し、市と市民、地域、各種関

係機関などの連携・協働を進めるため、次の３つの施策に重点的に取り組み、

第５次府中市総合計画の基本目標のひとつである「人と文化をはぐくむまちづ

くり」の実現を目指します。 
 
１  ワークショップ（発表・活動・交流の場）の充実 
学習活動の励みとなるよう、また、その成果を広く社会に役立てることがで

きるよう、発表・活動・交流の場を確保します。 
また、さまざまな世代・ライフスタイルの市民が、さまざまな施設などを活

用して交流することで、学習グループの自主的な発表活動を支援するとともに、

ボランティア活動、地域の交流活動、学習活動の協力者として活動する場を提

供します。 
  
２  生涯学習サポート（学習活動の支援・相談・情報提供）の創設と推進 
従前の「カレッジ・リーダーバンク」を発展させ、「学び返し」の一環として、

市内に住むさまざまな知識や能力、経験を持つ方を、「生涯学習サポーター」と

して紹介するだけでなく、学習活動についての相談や情報の提供についての相

談を「生涯学習サポート」として受付け、さまざまな生涯学習相談に対し、広

く対応する制度を確立します。 
また、市の他機関とも連携し、講師紹介などの範囲も拡げ、自主的学習を進

めている方々へ紹介することで、とかく煩雑になりがちな情報の提供などにつ

いて、柔軟かつ迅速な支援が行えるようにします。また、この登録・活用に関

し積極的な周知・広報活動を研究・推進します。 
 
３ 地域の生涯学習の担い手（生涯学習ファシリテーター）の育成と活用 
地域における「学び返し」を推進していく中で重要なことは、行政と地域、

家庭だけでなく、さまざまな社会資源も含めた「社会的つながり」を深め、人

材の発掘と活用を図り、相互連携が可能なネットワークを構築することにあり

ます。それぞれを連携させる際の役割としての地域の担い手（ファシリテータ

ー）を育成し、「生涯学習ファシリテーター」として、協働による生涯学習活動

の推進を図ります。 
なお、生涯学習ファシリテーターについては、市民ボランティアによる活動

を原則としますが、ＮＰＯや市職員、学校関係者、地元企業などの関係者など

も担い手として連携を図りながら係わっていくものとします。 
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活
用 

生涯学習サポート 
(生涯学習コーディネーター、生涯学習

相談、他部署連携、広報紙・ＷＥＢなど

を活用した広報活動・情報提供など）

（学習者としての） 
市  民 

（「学び返し」を実践する生

涯学習サポーターとしての） 
市  民 

市
民
が
主
役
の
「
学
び
返
し
」

相
談
・
依
頼 

協力 
・「学び返し」 

協
力 

連携・

調整 
（
地
域
の
担
い
手
（
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
）
と
し
て
の
） 

市 
 
 

民 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
自
主
グ
ル
ー
プ
・ 

自
治
会
・
個
人
な
ど
地
域
に
お
け
る
学
習
の
キ
ー
マ
ン 

育成・連携 

協力・「学び返し」 

(将来的な担い手へ)

 市 地 域 
(

将
来
的
な 

担
い
手
へ) 

連携 

 
地元学校、公的

機関、企業など

社会資源 

   
【生涯学習サポートと地域の担い手（ファシリテーター）についてのイメージ】 
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